
※このフローチャートは、あくまで目安です。所得の内容や状況に応じて、変わる場合があります。

※年齢は、令和７年１月１日現在でお考えください。
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収入なし

主に

年金収入

主に

給与収入

非課税収入

のみ

（遺族年金、

障害年金、

失業手当

など）

• 島原市在住の親族の税上の扶養になっている

• 誰の扶養にもなっていない

• 島原市外居住の親族の扶養になっている 市･県民税申告

確定申告

• 年金収入のみで148万円以下（65歳未満は98万円以下）

• 年金収入のみで 148万円超 （65歳未満は98万円超）、

400万円以下

• 年金収入が400万円以下で、

年金以外の所得（20万円以下）がある

申告不要

市･県民税申告

• 年金収入のみで、400万円を超えている

• 年金の収入があり、

年金以外の所得が20万円を超えている

• 年末調整済の給与（１か所からの給与）のみ

• 給与収入が93万円以下

• 給与収入があり、給与以外の所得（20万円以下）が

ある

申告不要

• 年末調整の内容に変更がある

• 医療費控除を受ける

• ２か所以上から給与を受けた

• 年末調整が済んでいない

• 給与収入が2,000万円を超えている

• 給与収入があり、給与以外の所得が20万円を

超えている

確定申告

営業等所得

農業所得

不動産所得

雑所得

一時所得

利子所得

配当所得

譲渡所得

• 所得金額より控除金額のほうが多い

（所得税が課税されない）

確定申告

• 青色申告をする人

• 住宅借入金等特別控除を受ける初年度の人

• 株式や土地の譲渡所得があり特例適用の対象である人

• 先物取引を行った人

• 消費税の申告が必要な人

税務署で

確定申告

• 島原市在住の親族の税上の扶養になっている

• 誰の扶養にもなっていない

• 島原市外居住の親族の扶養になっている

• 所得金額より控除金額のほうが少ない

（所得税が課税される）

申告フローチャート

申告不要

申告不要

市･県民税申告

市･県民税申告

市･県民税申告


